
東大阪市住工共生モノづくり立地促進補助金交付要綱取扱規程
（目的）

第１条　この規程は、東大阪市住工共生モノづくり立地促進補助金の交付を適正に行うため、東大阪市住工共生モノづくり立地促進補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第２１条に基づき必要な事項を定めるものとする。

　（製造業）

第２条　東大阪市住工共生モノづくり立地促進補助金交付要綱の適用を受ける製造業は、要綱第7条第4項の補助対象事業の指定を決定する時点で、日本標準産業分類に定める製造業に該当している場合をいう。
（新たに製造業を営む事業、新たに製造業を営む者）
第３条　要綱第３条第１号に規定する「新たに製造業を営む事業」には、建替え又は増築前の工場において操業していた製造業者が、建替え又は増築後に当該工場において改めて製造業を営む事業を含むものとし、当該工場で製造業を営む者を１号対象者に含むものとする。
　（２つの用途地域にまたがる土地）

第４条　２つの用途地域にまたがる土地上に工場を建設等する場合は、その過半の属する地域を全体の地域とみることができるものとする。
（延床面積）

第５条　要綱第３条第１号に規定する延床面積は、工場を新設または増築する際には建築確認申請等の延床面積、既存の工場にあっては当該工場にかかる固定資産税の課税面積とする。
（対象者の範囲）

第６条　要綱第３条各号に掲げる事業ごとに、資本関係にある者が複数共同して一つの事業に取り組む場合は、当該各号に定める対象者となる。
２　前項の規定に基づく補助対象事業の指定申請等の各種手続きは、資本関係にあるものの代表者がこれを行うことができ、その際には、対象者全員からの申請等がなされたものとみなす。
（補助金の算出方法）
第７条　要綱第４条第２項に規定する「市長が別に定める方法」とは、次の各号によるものとする。ただし、対象外となる部分を含む家屋及び土地にあっては、これらを除外して補助対象金額を算定するものとする。
(1)　工場に係る補助金の計算方法　　補助対象事業に係る工場において、作業場面積に２を乗じて得た数を工場の延床面積で除し、その割合（１を超える場合にあっては、１とする。以下「補助対象割合」という。）を工場にかかる固定資産税及び都市計画税に乗じるものとする。
(2) 土地に係る補助金の計算方法　　工場が立地する敷地については、原則、当該敷地全体の土地にかかる固定資産税及び都市計画税の額とする。ただし、既存工場がある敷地に既存工場とは別に新たに基準面積以上の工場を新設又は増築する場合は、新設又は増築する工場の水平投影面積部分の土地にかかる固定資産税及び都市計画税の額とし、既存工場自体を増築する場合については、完成後の工場の総延床面積に占める増築面積の割合を土地にかかる固定資産税及び都市計画税の額に乗じて得た額とする。なお、補助対象事業に係る工場の補助対象割合が１を超えない場合においては、当該補助対象割合を乗じるものとする。
　ただし、補助対象事業に係る工場の建ぺい率が、建築基準法に定める建ぺい率を著しく下回る場合にあっては、市長が合理的な理由があると認めた場合を除き、当該工場の建築基準法において定められた建ぺい率を勘案して補助額を算定するものとする。

　（作業場の範囲）
第８条　前条第１号に規定する作業場とは、製造業における物品の加工等により原材料の付加価値を上げるための作業を行う屋内の場所をいい、加工するための原材料の保管場所、受け入れ、出荷の荷捌き場までを含むものとし、その利用状況については、要綱第１５条の市長が職員を派遣して工場の利用状況等を確認させる日をもって判断することとする。

（道路等を隔てた土地、建物）

第９条　隣接した土地や公共の用に供されるもの（道路等）を隔てて、工場と本社が同時期に立地した場合は、一の土地、建物として補助対象とすることができるものとする。

（補助対象外事業となる資本関係）
第１０条　要綱第５条第２号に規定する「一定以上」とは、資本的繋がりだけでなく、役員の配置状況なども勘案して判断するものとする。
　（補助対象事業指定申請の時期）

第１１条　要綱第７条に規定する「市長が別に定める期日」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期とする。ただし、これらにより難い理由がある場合は、この限りでない。
(1)　１号事業、３号事業及び５号事業　　製造業として操業する前

(2)　２号事業及び４号事業　　当該建築着工前
（補助対象事業指定申請等）
第１２条　要綱第７条第１項に規定する補助対象事業の指定の申請、第９条に規定する指定申請内容の変更等、第１２条に規定する地位の承継、第１３条に規定する補助対象事業の完了報告、第１４条に規定する補助金交付の申請、第１６条に規定する申請内容の変更等及び第１７条に規定する補助金の請求にあたって、第３条各号に規定する補助対象事業に係る補助対象者が同一の工場における同一対象者である場合には、それぞれ合わせて行うことができる。

２　前項に基づく要綱第７条第１項に規定する補助対象事業の指定の申請があった場合、要綱第８条第1項の規定は、該当する事業に係る当該各号のいずれか長い期限とする。

（指定申請書添付書類）
第１３条　要綱第７条第３項に規定する「市長が別に定める書類」とは、次の表及び別表第１のとおりとする。
	対象事業
	必　要　書　類

	１号事業
	事業計画書（様式イ）

	２号事業
	事業計画書（様式ロ）

	３号事業
	事業計画書（様式ハ）

	４号事業
	事業計画書（様式ニ）

	５号事業
	事業計画書（様式ホ）


（軽微な変更）

第１４条　要綱第９条第1号に規定する軽微な変更とは、要綱運用上支障が生じない範囲における変更をいう。

（完了報告書添付資料）

第１５条　要綱第１３条第２項に規定する「市長が別に定める書類」とは、別表第２のとおりとする。

（補助金交付の申請日）

第１６条　要綱第１４条第１項に規定する「市長が別に定める日」とは、毎年１２月３１日とする。
（交付申請書添付書類）

第１７条　要綱第１４条第２項に規定する「市長が別に定める書類」とは、次の表及び別表第３のとおりとする。
	対象事業
	必　要　書　類

	１号事業
	実績報告書（様式ヘ）

	２号事業
	実績報告書（様式ト）

	３号事業
	実績報告書（様式チ）

	４号事業
	実績報告書（様式リ）

	５号事業
	実績報告書（様式ヌ）


（交付請求書添付書類）

第１８条　要綱第１７条第２項に規定する「市長が別に定める書類」とは、別表第４のとおりとする。
（基準日）

第１９条　要綱第１８条第１項第３号に規定する「市長が別に定める基準日」とは、補助金の交付を受けようとする年度における３月１０日とする。
附　則
この取扱規程は、平成２８年４月１日から施行する。
　　附　則
この取扱規程は、令和６年２月１日から施行する。
附　則
この取扱規程は、令和７年１２月１日から施行する。
別表第１

	対象事業
	添付書類

	１号事業
	（1） 申請者の登記簿謄本（法人である場合）

（2） 役員等名簿

（3） 申請者の概要が分かる書類

（4） 補助の対象となる工場の建築基準法第６条第１項の規定による確認済証（写）
（5） 補助の対象となる工場の平面図面（活用面積記載のもの）
（6） 補助の対象となる工場の配置図面

（7） 補助の対象となる工場の位置図面

（8） 既製造業者の登記簿謄本（１号事業の対象となる工場に、現に製造業を営む者があり、当該製造業者が法人である場合）

（9） 補助の対象となる工場又は当該工場にかかる製造業者の東大阪市生活環境保全等に関する条例第２８条に基づく許可書（写）
（10） その他特に必要と認める書類

	２号事業
	（１）～（７）、（９）、（１０）

	３号事業
	（１）～（７）、（９）、（１０）

（１１）建物の登記簿謄本
（１２）建物の売買契約書（写）

	４号事業
	（１）～（６）、（８）、（９）

（１２）土地の登記簿謄本
（１３）土地の求積表

	５号事業
	（１）～（７）、（９）、（１０）、（１３）、（１４）

（１５）土地の売買契約書


別表第２
	添付書類

	（1） 補助の対象となる工場又は当該工場にかかる製造業者の東大阪市生活環境保全等に関する条例第３４条に規定する合格書（写）
（2） その他特に必要と認める書類


別表第３
	対象事業
	添付書類

	１号事業
	（1） 申請日の属する年度の工場所有者の補助対象事業となる工場に係る家屋の固定資産税及び都市計画税照会同意書
（2） 申請日の属する年度の土地所有者の補助対象事業となる工場に係る土地の固定資産税及び都市計画税照会同意書

（3） 賃貸借契約書（写）（貸し工場入居者である場合）（初年度及び提出した賃貸借契約書（写）に変更が生じた場合のみ）
（4） 法人設立申告書（写）またはこれに類する書類（写）（補助対象事業の指定日以前に東大阪市に事業所のない法人である場合）（初年度のみ）
（5） その他、特に必要と認める書類

	２号事業及び３号事業
	（１）、（５）

	４号事業及び５号事業
	（２）、（５）


別表第４
	対象事業
	添付書類

	１号事業
	（１）家賃等の納付金額がわかる書面（写）（貸し工場入居者である場合）
（２）市税の納付状況にかかる照会同意書

（３）その他特に必要と認める書類

	２号事業及び３号事業
	（１）～（３）
（４）建物の登記簿謄本（ただし、直近３か月以内に取得したもの）

	４号事業及び５号事業
	（１）～（３）
（５）土地の登記簿謄本（ただし、直近３か月以内に取得したもの）


様式イ
	事業計画書（１号事業）

	事業目的
	

	新たに製造業を営む工場の所在地
	（住所）
（地番）

	用途地域
	

	当該工場の現況
	

	当該工場において現在操業している者（現操業者）がある場合
	現操業者
	所在地（住所）　　
法人名　　　　　　
代表者肩書・氏名　

	
	現操業者との資本関係
	

	
	現操業者との関係（資本関係を除く）
	

	当該工場（建物）の所有者
	所在地（住所）　　
名　称　　　　　　
代表者肩書・氏名　

	当該工場（敷地）の所有者
	所在地（住所）　　
名　称　　　　　　
代表者肩書・氏名　

	賃貸借契約締結予定日
（貸工場入居の場合）
	年　月　日

	当該工場で行う製造業の具体的内容
	

	操業開始予定日
	年　月　日

	当該建物の各階別床面積及び延床面積
	計　㎡（内訳：１階　㎡＋２階　㎡）

	前項のうち自社が製造業として新たに活用する各階別床面積及び延床面積
	計　㎡（内訳：１階　㎡＋２階　㎡）

	備考
	


様式ロ
	事業計画書（２号事業）

	事業目的
	

	新たな工場の建設等を行う敷地の所在地
	（住所）
（地番）

	用途地域
	

	当該地の現況
	

	当該工場（敷地）の所有者
	所在地（住所）　　
名　称　　　　　　
代表者肩書・氏名　

	建設等の内容
	新築　増築　建替

	建設工事着手予定日
	年　月　日

	建設工事完了予定日
	年　月　日

	操業開始予定日
	年　月　日

	当該工場において操業する製造業者（１号対象者）
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　

	当該工場で行われる製造業の具体的内容
	

	当該建物の各階別床面積及び延床面積
	計　㎡（内訳：１階　㎡＋２階　㎡）

	当該建物において１号対象者の用に供する各階別床面積及び延床面積
	計　㎡（内訳：１階　㎡＋２階　㎡）

	備考
	


様式ハ
	事業計画書（３号事業）

	事業目的
	

	新たに取得する工場の所在地
	（住所）
（地番）

	用途地域
	

	当該工場の現況
	

	当該工場（建物）の取得元（売買契約の相手方）
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　
申請者との関係性　資本関係あり　資本関係なし
その他（　）

	当該工場（敷地）の所有者
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　

	売買契約締結予定日
	年　月　日

	所有権移転予定日
	年　月　日

	操業開始予定日
	年　月　日

	当該工場において操業する製造業者（１号対象者）
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　

	当該工場で行われる製造業の具体的内容
	

	当該建物の各階別床面積及び延床面積
	計　㎡（内訳：１階　㎡＋２階　㎡）

	当該建物において１号対象者の用に供する各階別床面積及び延床面積
	計　㎡（内訳：１階　㎡＋２階　㎡）

	備考
	


様式ニ
	事業計画書（４号事業）

	事業目的
	

	活用する土地の所在地
	（住所）
（地番）

	用途地域
	

	当該地の現況
	

	当該地を活用して工場の建設等を行う者
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　

	建設等の内容
	新築　　増築　　建替

	建設工事着手予定日
	年　月　日

	建設工事完了予定日
	年　月　日

	操業開始予定日
	年　月　日

	当該工場において操業する製造業者（１号対象者）
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　

	当該工場で行われる製造業の具体的内容
	

	当該地の地番別面積及び総面積
	計　㎡（内訳：　㎡＋　㎡）

	当該地のうち１号対象者の用に供する地番別面積及び総面積
	計　㎡（内訳：　㎡＋　㎡）

	備考
	


様式ホ
	事業計画書（５号事業）

	事業目的
	

	既存工場の所在地
	（住所）
（地番）

	用途地域
	

	当該工場の現況
	

	当該工場（敷地）の取得元（売買契約の相手方）
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　
申請者との関係性　資本関係あり　資本関係なし
　　　　　　　　　その他（　）

	当該工場（建物）の所有者
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　

	売買契約締結予定日
	年　月　日

	所有権移転予定日
	年　月　日

	操業開始予定日
	年　月　日

	当該工場において操業する製造業者（１号対象者）
	所在地（住所）　　
名　称　　　　　　
代表者肩書・氏名　

	当該工場で行われる製造業の具体的内容
	

	当該地の地番別面積及び総面積
	計　㎡（内訳：　㎡＋　㎡）

	当該地のうち１号対象者の用に供する地番別面積及び総面積
	計　㎡（内訳：　㎡＋　㎡）

	備考
	


様式へ
	実績報告書（１号事業）

	操業開始日
	年　月　日

	当該工場（家屋）の所有者
	所在地（住所）　　
名　称　　　　　　
代表者肩書・氏名　

	当該工場（敷地）の所有者
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　

	事業計画書、変更届出書又は前年度提出した実績報告書に係る変更事項
	

	備考
	


様式ト
	実績報告書（２号事業）

	操業開始日
	年　月　日

	建設工事完了日
	年　月　日

	建物登記日
	年　月　日

	当該工場において新たに製造業を営む者
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　

	当該工場（敷地）の所有者
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　

	事業計画書、変更届出書又は前年度提出した実績報告書に係る変更事項
	

	備考
	


様式チ
	実績報告書（３号事業）

	操業開始日
	年　月　日

	取得日（所有権移転日）
	年　月　日

	売買契約締結日
	年　月　日

	当該工場において新たに製造業を営む者
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　

	当該工場（敷地）の所有者
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　

	事業計画書、変更届出書又は前年度提出した実績報告書に係る変更事項
	

	備考
	


様式リ
	実績報告書（４号事業）

	操業開始日
	年　月　日

	建設工事完了日
	年　月　日

	建物登記日
	年　月　日

	当該工場において新たに製造業を営む者
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　

	当該工場（家屋）の所有者
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　

	事業計画書、変更届出書又は前年度提出した実績報告書に係る変更事項
	

	備考
	


様式ヌ
	実績報告書（５号事業）

	操業開始日
	年　月　日

	取得日（所有権移転日）
	年　月　日

	売買契約締結日
	年　月　日

	当該工場において新たに製造業を営む者
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　

	当該工場（家屋）の所有者
	所在地（住所）　　

名　称　　　　　　

代表者肩書・氏名　
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